
地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
四
年
八
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
起
業
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人
　
山
の
都
福
祉
会

二
　
事
業
の
種
類

身
体
障
害
者
療
護
施
設
「
ス
カ
イ
コ
ー
ト
勝
沼
」
建
設
事
業

三
　
起
業
地

収
用
の
部
分
　
東
山
梨
郡
勝
沼
町
山
字
五
十
坊
地
内

使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

勝
沼
町
役
場
地
域
振
興
課

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
十
号

本
　
　
　
　
　
　
　
　
庁

出
　
　
先
　
　
機
　
　
関

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
八
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
総
合
農
業
試
験
場
」
の
下
に
「
、
果
樹
試
験
場
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
八
月
十
二
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
八
月
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

四
四
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

八
月
十
二
日

第
千
三
百
十
二
号

月　曜　日

目
　
　
　
次

告
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高
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植
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販
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業
廃
業
届
の
提
出
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…
…
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…
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…
…
四
四
一

○
土
地
収
用
事
業
の
認
定
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
一

訓
　
　
　
令

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
四
四
一

公
　
　
　
告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
一

正
　
　
　
誤

○
平
成
十
四
年
三
月
二
十
八
日
付
け
第
千
二
百
七
十
五
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
二

○
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
付
け
号
外
第
二
十
号
中
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
四
二

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
一
号

山
梨
県
高
山
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
特
定
高
山
植
物
販
売
業
廃
業
届
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
八
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

氏
名
又
は
名
称

住
　
　
　
　
所

廃
　
止
　
年
　
月
　
日

株
式
会
社
エ
ル
ブ
　
代
表

さ
い
た
ま
市
宿
二
八
九
番
地
の

平
成
十
四
年
六
月
十
五
日

取
締
役
　
西
村
穣

二
（
営
業
所
の
所
在
地
　
北
巨

摩
郡
高
根
町
清
里
三
五
四
五
番

地
）

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土



山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

山
梨
市
上
石
森
字
上
手
原
一
五
五
の
一

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
梨
市
上
石
森
二
百
三
十
九
番
地
　
佐
藤
米
子
　
佐
藤
俊
彦

正
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

○

平
成
十
四
年
三
月
二
十
八
日
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
（
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及

び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
）

一
六
五

下
　
十
六

、
体
育
指
導
監
　
　
　
　
　
　
、
体
育
振
興
監

○

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
山
梨
県
規
則
第
九
号
（
山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
学
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
）

三

下
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
卒
業
研
究
　
４
　
　
　
４
　
　
卒
業
研
究
　
４
　
４

同

同
　
二
か
ら
三
　
　
　
　
　
卒
業
研
究
　
２
　
　
　
２
　
　
卒
業
研
究
　
２
　
２

○

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
（
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
）

六

下
　
十

規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
条
例
施
行
規
則

同

同
　
十
一

規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
条
例
施
行
規
則

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
三
百
十
二
号
　
　
平
成
十
四
年
八
月
十
二
日

四
四
二

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


